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問題点

● 回避可能費用を市場価格に連動させるようにした際には、市場価格がFIT電気調達価格を上

回ることは想定されていなかった。

（上回る状況が続くとすれば、FIT制度は不要ということになる）

● FIT電気の調達価格よりも市場価格が上回った場合、その差額を費用負担調整機関に返納さ

せる制度となっている。（次ページ図）

● その差額返納のうち一部は、特定卸供給によりFIT電気を調達する小売電気事業者、すなわ

ちその消費者が負担する。これは非合理的ではないか。

● また、スポット市場価格は、エリアによって大きな差がある。つまり、価格の高いエリアの

消費者がより大きな負担をしていることとなる。これは非合理的ではないか。

● 再エネを増やす政策と、再エネが評価されて取引されることが連動していない。

「市場価格高騰を踏まえたFIT制度上の制度的対応」2021年2月 第24回再エネ大量導入小委員会資料より
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/024_01_00.pdf



趣旨

● 2017年度の改正FIT法以降、FIT電気の回避可能費用（小売電気事業者への引渡し価格）が、
電力卸売市場の価格に連動する制度となっている。

● 再エネの調達・供給を重視し、再エネ由来のFIT電気を調達する地域新電力等が、その影響
を大きく受けている。

● また、回避可能費用高騰分は、市場価格に連動した料金体系や値上げにより、地域新電力等

の需要家が負担することとなり、ゆがみ・不公平が生じている。

● 地域のFIT電源を地域で使う動きなどにブレーキをかけかねず、早急な見直しが求められる。

● 地域新電力等からも、以下のような提案・要望がある。

○ 回避可能費用に上限設定を。

○ 地域電源には特例を。

○ 従来の全電源平均に。

再エネ選択を阻害するFIT電気の回避可能費用の
市場連動は見直しを

消費者に不平等な負担あり

再エネを重視しFIT電気を調達する
地域新電力等の電源構成の例



FIT電気が消費者に届くまでの電気と対価の流れ

FIT買取総額(‘22)
4兆2033億円

回避費用(‘22)
1兆4609億円
@12.9円/kWh
（令和3年度のFIT電力買
取量1,135億kWhで割っ
た場合）

賦課金(‘22)
3兆7424億円
@3.45円/kWh

差額返納見込額のうち
FIT特定卸供給
を利用する小売電気事業
者の支払金額

差額返納見込額(‘22)
22年度の市場価格平均を
20円/kWhとした場合

小売買取
送配電(JEPX売電)
送配電(特定卸)
それぞれの割合
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質問事項

1. FIT電気買取のうち、以下それぞれの割合はいくらか。（前ページ図のA）
2. 小売買取、送配電（JEPX売電）、送配電（特定卸）

22年度の市場価格平均を20円/kWhとした場合、差額返納見込額はいくらか。（図のB）

3. 差額返納見込み額のうち、FIT特定卸供給を利用する小売電気事業者の支払金額はいくらか。

（図のC）

4. 回避可能費用は、前年度の市場価格実績（全国平均）をもとに計算される。その仮定と実際

の市場価格が異なった場合、どのように精算しているか。（2020年度、2021年度の実績）

5. 差額返納となった場合、その一部は、特定卸供給によりFIT電気を調達する小売電気事業者、

すなわちその消費者が負担する。これは非合理的ではないか。

6. スポット市場価格は、エリアによって大きな差がある。つまり、価格の高いエリアの消費者

がより大きな負担をしていることとなる。これは非合理的ではないか。



再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2022年度以降の買取価格・賦課金単価等




